
7 6下仁田町役場　☎０２７４－８２－２１１１（代表）

　今、入替えが大変お得！費用負担を次のとおり軽減し、単独槽等からの入替えを促進します。
今年度の申請の締切りは平成２8年１２月２8日です。早めの計画、申請をお願いします。

１　エコ補助金を継続！
　単独浄化槽、汲取り槽から合併浄化槽に入替え、年度内に使用開始する場合、下表の額を助成します。
※申請には、撤去前後の単独浄化槽・汲取り漕の写真が必要となります。
　ただし、エコ補助金は来年度以降の継続は不明となっておりますので注意してください。

２　分担金軽減を継続！
　大好評、平成３０年３月（平成２９年度）まで次のとおり軽減し、浄化槽を設置します。

３　単独浄化槽、撤去します。
　単独槽、必要とあれば町が撤去します。ただし、撤去費１０万円を超えた分は個人負担です。

４　設置規則を見直しました
　今まで、合併浄化槽を設置する場所が狭く、設置できなかったお宅でも、出来るだけ設置できるように、対応
いたしますので、一度役場に来てご相談ください。

５　合併浄化槽の必要性
　下仁田町は水源の町であるため、清浄な水を下流へ流す重要な役割を担っています。
　現在の水質汚濁の要因は、単独浄化槽または汲取りのご家庭からそのまま放流されている台所、風呂等
からの生活排水が多くを占めており、その結果、川や水路を汚したり匂いを発生させたりしています。この
水質汚濁を解決する唯一の方法が合併浄化槽です。
　現在、単独浄化槽で処理を行っているご家庭では、すでにトイレが水洗化されているため合併浄化槽へ
の転換のメリットがあまり無い様に思われますが、浄化槽を設置すればこれらの問題が解消され、更には環
境保全につながります。

６　群馬県の汚水処理計画と町の現状
　群馬県の汚水処理人口普及率（生活排水処理施設が整備されている区域の割合）は、平成26年度で
77.5％で全国第37位であり、決して高くありません。
　下仁田町の汚水処理人口普及率は、平成26年度で28.3％（5％上げるには約170基整備が必要）であ
り、水源の町であるにも関わらず群馬県で最下位を推移しています。県の平均値に近づけるには大変厳し
いものがありますが、汚水処理人口向上のため皆様のご理解ご協力が必要です。

合併浄化槽設置しませんか合併浄化槽設置しませんか
〜合併浄化槽は汚染される河川の水質を浄化する唯一の解決策です〜
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台所 風呂 便
所

人槽区分

５人槽

７人槽

１５０,０００円
２１０,０００円
３００,０００円

分担金

１０人槽

３,８００円
４,６００円
５,５００円

使用料（月額）

６０,０００円
７０,０００円
８０,０００円

エコ補助

問合せ先　建設ガス水道課　建設係　☎64-8807（直通）

　町職員採用試験は、群馬県町村会に委託して実施する第１次試験(資格統一試験)と、町で実施する第２次試験
です。受験希望者は、試験申込用紙を下仁田町役場総務課から取り寄せ、受験の申し込みをしてください。
受験資格　平成３年４月２日以降に生まれた者で学校教育法による高等学校以上を卒業した者、
　　　　　又は平成２９年３月卒業(高等学校)見込みの者
受験方法　第１次試験　高等学校卒業程度の教養試験　第２次試験　口述試験、作文試験、身体検査
試験日　　第１次試験　９月１８日（日）　　　　　　　　第２次試験　１１月上旬予定
採用人員　若干名
　　　　　※合格者は、採用候補者名簿に登載され、
　　　　　　職員に不足が生じた場合に採用されます。
申込用紙交付期間　７月１日(金)～
受付期間　７月１５日(金)～８月１５日(月)まで

【※８：３０～１７：００土・日曜日及び祝日を除く】
申込み・問合せ先　総務課・　秘書人事係(内線５０１)

募集種別・人員　消防職員　若干名
採用資格　
・年　令（平成２９年４月１日現在）
　　　　　大学卒［大学院含む］（卒業見込み含む）　
　　　　　平成２年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた方（満２２歳以上２７歳未満）
　　　　　短大卒（卒業見込み含む）　
　　　　　平成２年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた方（満２０歳以上２７歳未満）
　　　　　高校卒（卒業見込み含む）
　　　　　平成２年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた方（満１８歳以上２７歳未満）
・視　力　矯正視力を含み、両眼で０．７以上、かつ、一眼でそれぞれ０．３以上であること。
　　　　　赤色、青色及び黄色の識別ができること。
・採用された場合、富岡市、下仁田町、南牧村及び甘楽町のいずれかに居住できる人。
・普通自動車免許(AT限定除く)又は大型自動車運転免許を取得済みの者、もしくは採用後に同資格を取得する意思のある者。
※日本国籍を有しない人及び地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する人は受験できません。
受付期間　平成２８年７月１５日（金）から７月２９日（金）午前８時３０分から午後５時１５分まで。
　　　　　土・日曜日、祝日は受け付けません。
受付場所　富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部
交付場所　申込用紙の交付は、平成２８年７月１日（金）から広域消防本部及び関係市町村役場で行います。
試験日及び試験場所　第１次試験日　９月１８日（日）ウイングプラザとみおか及び東富岡体育館。
問合せ先　富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 消防本部 総務課　☎６２―４３２６

下仁田町職員募集下仁田町職員募集

消防職員募集消防職員募集

自衛官採用試験案内自衛官採用試験案内
●航空学生
　受験資格　高卒(見込含)２１歳未満
　　　　　　（平成２９年４月１日現在）
　受付期間　８月１日(月)から９月８日(木)まで
　試験日(１次)　９月２２日(木)
●自衛官候補生
　受験資格　１８歳から２７歳未満（平成２９年４月１日現在）
　受付期間　８月１日(月)から９月８日(木)まで
　試験日(１次)　９月３日(土)から１０月２３日(金)の
　　　　　　指定されたいずれか一日
　　　　　　９月２５日(日)・２６日(月)(女子)の
　　　　　　どちらか指定する一日

●一般曹候補生
受験資格　１８歳から２７歳未満（平成２９年４月１日現在）
受付期間　８月１日(月)から９月８日(木)まで
試験日(１次)　９月１６日(金)・１７日(土)のどちらか指定する一日

問合せ先　自衛隊高崎地域事務所　高崎市あら町５－５　☎０２７-３２６-１７６１
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老朽空家の除却費（取り壊し費）を補助します

平成28年度
戦没者遺児による慰霊友好親善事業の実施について
平成28年度
戦没者遺児による慰霊友好親善事業の実施について
平成28年度
戦没者遺児による慰霊友好親善事業の実施について

かるがも広場夏期イベントかるがも広場夏期イベントかるがも広場夏期イベント

特定空家（倒壊の恐れがある空家）となるおそれのある建築物の除却に対して補助金を交付します。
《対象となる建物》
１．昭和５６年５月３１日以前建築の建物であること。
２．住宅の不良度の判定調査（床、基礎、柱、外壁、屋根等の腐朽、破損等の程度を点数化）による。
※1及び2の両方を満たす空家が補助対象となります。
《補助金額》　除却費用の２分の１（上限２０万円）
《事業期間》　平成２８年７月１日～平成３３年３月３１日
《補助対象となる条件》
・町内にある、個人所有の住宅、併用住宅。（倉庫、物置、塀等の解体は除く）
・除却費用が２０万円以上であること。
・アパートの用途で建築したものでないこと。
・空家に抵当権が設置されていないこと。
・空家期間が1年以上継続している、または町長が除却を必要と認めるもの。
・空家の全体を解体し、撤去し、更地にし、不陸整正する工事であること。
・町内業者が行う除却工事であること。
・申請者（所有者）に町税等の滞納が無いこと。
・年度末までに完了報告ができるもの。
・本補助事業の利用は、1人１回とする。
問合せ先　　保健環境課　環境係(保健センター)　☎82-5490

・日本遺族会は、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しています。
・同事業は、厚生労働省から補助を受け実施しており、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、父等の
　戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親善をはかることを目的としています。
・費用は、参加費として10万円。5年を経過した方（平成22年以前参加者）は、2回目の応募ができます。
・日程等の詳細は、日本遺族会事務局 03-3261-5521 へお願いします。
・お申込は、お住まいの各都道府県遺族会へお願いします。

景観の届出が必要です景観の届出が必要です景観の届出が必要です景観の届出が必要です
　下仁田町景観条例により、次に該当する場合には町への届出が必要となります。

「住宅等及び工作物（柵・塀・門）の新築、増改築、移転、撤去、外観の修繕、外観の模様替え、外観の色彩の変更」建築確
認の届出をする前に、町へ景観の届出をしてください。
　まちの風景を次世代に引き継いでいくための制度です。皆様のご理解とご協力をお願いします。
　詳しくは事務担当へお問い合わせください。
問合せ･届出先　建設ガス水道課 管理係　直通　☎64-8807

◇日　時　7月27日（水）10：00～11：30
◇会　場　保健センター　北駐車場・２階「かるがも広場」　
　※始まる前に、かるがも広場に集合してください。
◇対　象　お座りのできる乳児から幼児とその保護者
◇内　容　プール遊び・交流会　※雨天の場合は、ヨーヨー釣りに変更になります。
◇持ち物　水着・着替え・バスタオル・飲み物　　　
　※オムツの外れていない子は水遊び用のオムツを準備してください。
◇費　用　無料
　☆参加者へは、かわいいプレゼント付き！
　☆希望の方は、保健センターまで申し込みください。
申込み・問合せ先　保健環境課　保健予防係（保健センター内）　　☎82-5490

下仁田町ボランティア団体等連絡協議会下仁田町ボランティア団体等連絡協議会下仁田町ボランティア団体等連絡協議会
　本協議会は、町のボランティア活動、まちづくり活動等の発展と推進を図るための調査・研究を行うとともに、構成団
体相互の交流及び連携により、協働のまちづくりの推進を図ることを目的としています。
　５月２５日に定期総会を開催し、「姫街道もみじライン推進協議会」代表の上原さんが会長に再任されました。総会
後、地域おこし協力隊を交え意見交換会を行いました。それぞれの団体の活動内容を知るとともに、協力隊との協働
による新たな活動の可能性等について意見が交わされました。
　また、ボランティア団体等連絡協議会への新規入会も可能となりましたので、加入をご希望される場合は、地域創生
課（☎64-8809）までご連絡ください。

役職
副会長

委　員
監　事

　　　　　　名称
下仁田町食生活改善推進協議会
上町親睦会
下仁田町商工会女性部
下仁田本宿会
紫陽花を育てる会
姫街道もみじライン推進協議会
虻田福寿草育てる会

　
高橋たき江
佐藤　伊江
島崎あい子
里見　民子
金子　和子
小根澤ゆかり
磯田　潤子

　
まごごろ会
たけのこの会
ランチびんの会
きぬの会
下仁田読み聞かせの会
子育てボランティア
水月会

役職
委　員
監　事

副会長
会　長

代表者
伊原よし江
中村　忠嗣
齋藤　月美
東間　國行
下山喜三男
上原　一正
佐藤　啓二

加盟団体・代表者及び役職

7月の「保育園子育て応援（保育園体験）」活動計画
　　「保育園子育て応援（保育園体験）」は、在宅の３歳までの乳幼児と保護者及び妊婦さんが参加できます。
参加ご希望の方は、希望される保育園へお問い合わせください。

準備するもの

内　容

保 育 園
会 場
実 施 日
時 間
対 象 児

講 師

馬山こども園

妊婦さんと３才児まで

リトミック講師　田中文華、蟻坂弘江
担当保育士　寒河江恵子

毎週木曜日　7/7・14・21・28
１０：００～１１：００

運動の出来る服装でお出かけください。 動きやすい服装でご参加下さい。

リトミック（第1週及び第3週）

絵本の読み聞かせ・工作 等
親子で楽しくふれあい遊び

園庭開放

親子ふれあい遊び

保育園児とあそぼう
月齢により赤ちゃんマッサージ

親
子
の
集
い
の
広
場 乳幼児の育て方及び在園児との交流

※園庭開放…毎日行っています。
・月曜日～土曜日 13：00～17：00 ・日曜日 8：00～18：00

青倉保育園

１０：００～１１：3０
妊婦さん～未入園児

参加ご希望の方は事前に
ご連絡ください。

保育園ホール 保育園ホール

※保育園の見学や子育て相談、
　一時保育等の相談は、
　いつでも実施しています。
　ご希望の方は保育園へお問い
　合わせください。

■問合せ先
馬 山 こど も 園　８２－２３２３
青 倉 保 育 園 　８２－２５４９
下仁田町役場　健康課福祉係
　　　　　　　６４－８８０３（直通）

7/12（火）

代表者名称

※委員　社会福祉協議会事務局長　並木　幸男

広域地域

実　施　地　域

特定地域

①旧満州　　　　　　　　②旧ソ連　　　　　　　 ③西部ニューギニア　
④マリアナ諸島　　　　　⑤トラック・パラオ諸島　　 ⑥東部ニューギニア(1次)　
⑦ボルネオ・マレー半島　　⑧フィリピン(1次)　　　 ⑨ソロモン諸島
⑩ミャンマー(1次)　　　　⑪台湾・バシー海峡　　　 ⑫東部ニューギニア(2次)　
⑬ミャンマー(2次)　　　　⑭フィリピン(2次)　　　  ⑮中国

①西部ニューギニア　　　②ビスマーク諸島　　　　③マーシャル・ギルバート諸島
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